
　

不
法
投
棄
と
は
、
廃
棄
物（
家
庭
ご
み
、
家

電
製
品
、
家
具
、
解
体
廃
材
、
た
ば
こ
の
吸

い
殻
、
空
き
缶
、
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
な
ど
）を
決

め
ら
れ
た
ル
ー
ル
に
従
っ
て
適
正
に
処
理
せ

ず
、
処
分
場
以
外
の
山
林
、
原
野
、
空
き
地

な
ど
に
捨
て
た
り
埋
め
た
り
す
る
行
為
で
す
。

不
法
投
棄
は
、
周
囲
の
景
観
を
損
な
う
だ
け

で
な
く
、
重
金
属
な
ど
の
有
害
物
質
に
よ
る

土
壌
や
地
下
水
の
汚
染
の
原
因
に
も
な
る
た

め
環
境
衛
生
に
も
悪
影
響
を
及
ぼ
し
ま
す
。

  

①
不
法
投
棄
を
し
な
い

　

不
法
投
棄
は
法
律
で
禁
止
さ
れ
て
お
り
、
決

し
て
許
さ
れ
な
い
行
為
で
す
。
違
反
し
た
者

は
、
５
年
以
下
の
懲
役
も
し
く
は
１
０
０
０
万

円（
法
人
の
場
合
は
３
億
円
）以
下
の
罰
金
ま

た
は
そ
の
両
方
が
科
せ
ら
れ
ま
す
。

  

②
不
法
投
棄
を
さ
せ
な
い

　

不
法
投
棄
者
が
分
か
ら
な
い
場
合
、
基
本

的
に
そ
の
土
地
の
管
理
者（
土
地
所
有
者
や
使

用
者
）が
ご
み
を
撤
去
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。

　

草
木
が
生
い
茂
っ
た
り
管
理
が
不
十
分
な

場
所
で
多
く
発
生
し
て
い
ま
す
の
で
、
草
刈

り
な
ど
土
地
の
適
切
な
管
理
を
行
い
、
不
法

投
棄
を
さ
せ
な
い
環
境
を
つ
く
り
ま
し
ょ
う
。

　

も
し
、
ご
み
が
投
棄
さ
れ
た
ま
ま
の
状
態

が
続
く
と
、
そ
の
後
も
不
法
投
棄
が
繰
り
返

さ
れ
、
あ
っ
と
い
う
間
に
ご
み
の
山
に
な
る

こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
に
な

ら
な
い
よ
う
に
次
の
補
助
金
も
あ
り
ま
す
の

で
、
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

民
有
地
不
法
投
棄
復
旧
・
防
止
補
助

　

土
地
の
管
理
者
が
、
不
法
投
棄
現
場
の
ご

み
撤
去
・
復
旧
、
不
法
投
棄
防
止
対
策
を
実

施
す
る
場
合
の
対
象
経
費
の
80
％
を
補
助
し

ま
す
。（
一
カ
所
に
つ
き
上
限
５
万
円
）

民
有
地
不
法
投
棄
家
電
製
品
処
理
活

動
補
助

　

家
電
リ
サ
イ
ク
ル
の
４
品
目（
①
エ
ア
コ
ン
、

②
テ
レ
ビ
、
③
冷
蔵
庫
・
冷
凍
庫
、
④
洗
濯
機
・

衣
類
乾
燥
機
）を
撤
去
し
て
リ
サ
イ
ク
ル
を
依

頼
す
る
経
費
を
補
助
し
ま
す
。（
危
険
防
止
な

ど
の
た
め
撤
去
す
る
必
要
が
認
め
ら
れ
る
も

の
の
み
）

問
合
先
／
市
衛
生
自
治
団
体
連
合
会
事
務
局

（
本
庁
環
境
課
内
）

☎（
29
）５
５
５
１

  

③
不
法
投
棄
を
見
つ
け
た
ら　
　

　

  

す
ぐ
通
報

　

不
法
投
棄
を
見
つ
け
た
ら
環
境
課
ま
た
は

薩
摩
川
内
警
察
署
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
発

見
日
時
、
場
所
、
投
棄
物
の
内
容
な
ど
を
確

認
い
た
し
ま
す
の
で
、
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

　

市
で
は
不
法
投
棄
未
然
防
止
の
た
め
、
環

境
美
化
推
進
員
に
よ
る
巡
視
活
動
、
警
告
看

板
の
設
置
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
が
、
重
要

な
の
は
一
人
一
人
が
マ
ナ
ー
を
守
る
こ
と
で

す
。
不
法
投
棄
を
し
な
い
、
さ
せ
な
い
こ
と

を
心
掛
け
て
、
私
た
ち
の
大
切
な
地
域
環
境

を
守
り
ま
し
ょ
う
。

��

問
合
先
／
本
庁
環
境
課
廃
棄
物
対
策
グ
ル

  

ー
プ （
内
線
２
７
３
２
・
２
７
３
３
）

不
法
投
棄
し
な
い

さ
せ
な
い

見
つ
け
た
ら
す
ぐ
通
報

不
法
投
棄
は
重
大
な
犯
罪
で
す

11
月
は
不
法
投
棄
防
止
強
化
月
間

▲環境美化推進員による巡視活動
◀不法投棄警告看板

不
法
投
棄
防
止
強
化
月
間

西
郷
さ
ん
マ
ー
ク

  

市
民
税

　

市
民
税
は
、
前
年
中（
１
月
１
日
〜
12
月

31
日
）に
一
定
の
所
得
の
あ
っ
た
個
人
に
対

し
て
、
原
則
１
月
１
日
の
住
所
地
で
県
民
税

と
合
わ
せ
て
課
税
さ
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
、

年
の
途
中
で
退
職
さ
れ
た
場
合
で
も
、
退
職

時
ま
で
の
所
得
に
対
し
、
翌
年
度
に
課
税
さ

れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

市
で
は
提
出
さ
れ
た
申
告
書
や
給
与
支
払

報
告
書
な
ど
に
よ
り
、
市
民
税
や
国
民
健
康

保
険（
以
下「
国
保
」）税
を
計
算
し
ま
す
。

  

固
定
資
産
税

　

固
定
資
産
税
は
、
毎
年
１
月
１
日
現
在
で

所
有
し
て
い
る
土
地
、
家
屋
お
よ
び
償
却
資

産
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

　

た
だ
し
、
土
地
、
家
屋
お
よ
び
償
却
資
産

そ
れ
ぞ
れ
の
課
税
標
準
額
の
合
計
が
、
次
の

金
額
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
固
定
資
産
税

は
課
税
さ
れ
ま
せ
ん
。

　

土　
　

地　

30
万
円

　

家　
　

屋　

20
万
円

　

償
却
資
産　

１
５
０
万
円

●
各
種
届
出
の
お
願
い

��

次
の
よ
う
な
場
合
は
、
必
ず
届
け
出
ま
た

は
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

①�

家
屋
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
取
り
壊
し
た

と
き（
家
屋
取
り
壊
し
届
出
書
）

②�

未
登
記
家
屋
の
所
有
者
を
変
更
し
た
と
き

（
未
登
記
家
屋
所
有
者
変
更
届
書
）　

③
土
地
の
利
用
状
況
を
変
更
し
た
と
き

④�

所
有
者
が
死
亡
し
た
と
き（
相
続
人
代
表

者
届
出
書
）

⑤�

共
有
代
表
者
を
変
更
す
る
と
き（
共
有
代

表
者
変
更
申
告
書
）

⑥�

納
税
管
理
人
を
変
更
す
る
と
き（
納
税
管

理
人
申
告
書
・
承
認
申
請
書
）

●
償
却
資
産
申
告
の
お
知
ら
せ

　

事
業
を
営
ま
れ
て
い
る
個
人
ま
た
は
法
人

は
、
毎
年
１
月
１
日
現
在
に
お
い
て
保
有
す

る
償
却
資
産（
遊
休
・
未
稼
働
を
含
む
）を
１

月
31
日
ま
で
に
申
告
す
る
よ
う
義
務
付
け
ら

れ
て
い
ま
す
。

  

軽
自
動
車
税

　

軽
自
動
車
税
は
、
毎
年
４
月
１
日
現
在
の

原
動
機
付
自
転
車
・
小
型
特
殊
自
動
車
・
軽

自
動
車
・
小
型
二
輪
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

● 

早
め
の
名
義
変
更
・
廃
車
の
手
続
き
を

　

軽
自
動
車
な
ど
を
他
人
に
譲
っ
た
り
、
使

用
し
な
く
な
っ
た
り
、
買
い
替
え
を
し
た
場

合
は
、
手
続
き
が
必
要
で
す
。
手
続
き
を
し

な
い
ま
ま
で
い
る
と
、
毎
年
課
税
さ
れ
ま
す

の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

●
廃
車
な
ど
の
手
続
き
先

▼�

１
２
５
㏄
以
下
の
原
動
機
付
自
転
車
お
よ

び
小
型
特
殊
自
動
車
＝
本
庁
税
務
課
、
各

支
所

▼�

軽
自
動
車
＝
県
軽
自
動
車
協
会　
　
　
　

☎
０
９
９（
２
６
１
）４
０
１
１

▼�

１
２
５
㏄
を
超
え
る
二
輪
車
＝
鹿
児
島
運

輸
支
局　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

☎
０
５
０（
５
５
４
０
）２
０
８
９

  

国
保
税

　

国
保
税
は
、
世
帯
主
に
対
し
て
課
税
さ
れ

ま
す
。
世
帯
主
が
社
会
保
険
な
ど
の
加
入
者

で
あ
っ
て
も
世
帯
内
に
国
保
加
入
者
が
い
る

場
合
は
、
世
帯
主
に
対
し
課
税
さ
れ
ま
す
。

（
税
額
は
加
入
者
分
で
計
算
）

　

就
職
・
退
職
や
転
入
・
転
出
な
ど
で
国
保

へ
の
加
入
や
脱
退
の
必
要
が
生
じ
た
場
合

は
、
14
日
以
内
に
本
庁
市
民
課
ま
た
は
各
支

所
へ
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。
届
け
出
が
遅
れ

る
と
、
ま
と
め
て
納
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す

の
で
、
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

  
使
用
済
核
燃
料
税

　

発
電
用
原
子
炉
の
設
置
者
に
対
し
て
課
さ

れ
る
税
で
、
防
災
対
策
な
ど
広
く
市
民
の
た

め
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

  

大
切
な
納
税

　

皆
さ
ん
が
納
め
ら
れ
た
税
金
は
、
健
康
で

安
全
な
暮
ら
し
が
で
き
る
よ
う
、
道
路
・
上

下
水
道
・
公
園
の
整
備
、
教
育
や
福
祉
の
充

実
、
消
防
対
策
な
ど
の
重
要
な
財
源
と
な
っ

て
い
ま
す
。
貴
重
な
税
金
を
有
効
に
活
用
す

る
た
め
に
も
、
納
期
限
内
の
納
税
に
ご
協
力

を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

＊�

市
県
民
税（
普
通
徴
収
）・
固
定
資
産
税
・

軽
自
動
車
税
・
国
保
税
は
、
コ
ン
ビ
ニ
で

も
納
付
で
き
ま
す
。

＊�

口
座
振
替
は
、
金
融
機
関
で
受
け
付
け
て

い
ま
す
。
手
続
き
の
際
は
、
納
付
書
・
預

金
通
帳
・
通
帳
の
届
け
出
印
を
金
融
機
関

の
窓
口
に
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

問
合
先
／

▼ 

市
民
税
・
国
保
税
＝
本
庁
税
務
課
市
民
税

グ
ル
ー
プ（
内
線
２
２
３
１
～
２
２
３
３
）

▼
固
定
資
産
税
＝
本
庁
税
務
課

　

土
地
グ
ル
ー
プ（
内
線
２
２
４
１
～
２
２

　

４
３
）

　

家
屋
グ
ル
ー
プ（
内
線
２
２
５
１
～
２
２

　

５
３
）

▼ 

軽
自
動
車
税
＝
本
庁
税
務
課
税
制
グ
ル
ー

プ（
内
線
２
２
２
１
・
２
２
２
２
）

▼
税
の
収
納
関
係
＝
本
庁
収
納
課（
内
線
２

 　

４
２
１
・
２
４
５
１
）

▼
甑
島
支
所
管
内
に
お
け
る
税
＝
各
支
所

　
11
月
11
日（
月
）か
ら
17
日（
日
）ま
で
は
、「
税
を
考
え
る
週

間
」で
す
。

　
税
金
に
は
、
国
税・県
税・市
税
が
あ
り
、
多
く
の
公
共
サ
ー

ビ
ス
を
支
え
て
い
ま
す
。

　
今
回
は
、
そ
の
重
要
な
財
源
と
な
っ
て
い
る
市
税
に
つ
い

て
紹
介
し
ま
す
。

暮
ら
し
を
支
え
る

税
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